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本
稿
は
、
本
増
刊
号
冒
頭
の
、
本

誌
令
和
４
年
１
月
号
（
８
７
９
号
）

か
ら
同
年
12
月
号
（
８
９
２
号
）
ま

で
の
本
誌
通
常
号
の
「
金
融
商
事
実

務
判
例
紹
介
」
欄
掲
載
の
判
例
の
中

か
ら
、
企
業
法
務
お
よ
び
銀
行
法
務

の
観
点
か
ら
み
て
重
要
な
も
の
を

「
預
金
・
融
資
・
為
替
」、「
そ
の
他

金
融
」、「
回
収
・
倒
産
・
民
事
手
続
」、

「
担
保
・
保
証
・
そ
の
他
民
商
法
」、「
会

社
法
」、「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
」
の

６
つ
の
分
野
に
分
類
し
て
、
そ
の
概

要
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。「
監

修
に
あ
た
っ
て
」で
触
れ
た
と
お
り
、

前
年
号
と
比
較
し
て
、
分
類
の
名
称

が
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
さ

れ
た
い
。
記
述
に
あ
た
っ
て
は
、
前

一
　
預
金
・
融
資
・
為
替

１　

い
わ
ゆ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

す
り
替
え
型
の
窃
盗
罪
に
つ
き
実

行
の
着
手
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

（
棄
却
）（
最
決
令
和
４
・
２
・
14

本
号
4
判
例
）

　

本
件
は
、
被
告
人
が
氏
名
不
詳
者

す
る
こ
と
と
し
た
。
下
級
審
判
例
に

つ
い
て
は
、「
重
要
判
例
解
説
」
の

解
説
等
を
適
宜
参
照
し
て
い
た
だ
き

た
い
。
ま
た
、
略
称
に
つ
い
て
は
、

紙
幅
の
関
係
で
当
該
語
に
続
く
括
弧

内
に
略
称
の
み
記
載
す
る
こ
と
と
し

た
。

年
号
と
同
様
に
、
通
読
す
る
場
合
の

読
み
や
す
さ
の
観
点
か
ら
、
訴
訟
当

事
者
を
原
告
、
控
訴
人
、
上
告
人
な

ど
の
審
級
に
よ
っ
て
異
な
る
訴
訟
手

続
上
の
呼
称
で
呼
ぶ
こ
と
は
避
け
る

こ
と
と
し
た
。
な
お
、
紙
幅
の
関
係

と
重
要
性
の
観
点
か
ら
、
最
高
裁
判

例
を
対
象
と
し
て
そ
の
概
要
を
紹
介

ら
と
共
謀
の
う
え
、
金
融
庁
職
員
に

な
り
す
ま
し
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

を
窃
取
し
よ
う
と
考
え
、
警
察
官
に

な
り
す
ま
し
た
氏
名
不
詳
者
が
、
被

害
者
宅
に
電
話
を
か
け
、被
害
者（
当

時
79
歳
）
に
対
し
、
被
害
者
名
義
の

口
座
か
ら
預
金
が
引
き
出
さ
れ
る
詐

欺
被
害
に
遭
っ
て
お
り
、
再
度
の
被

害
を
防
止
す
る
た
め
、
金
融
庁
職
員

が
持
参
し
た
封
筒
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
を
入
れ
て
保
管
す
る
必
要
が

あ
る
旨
う
そ
を
言
い
、
さ
ら
に
、
金

融
庁
職
員
に
な
り
す
ま
し
た
被
告
人

が
、
被
害
者
を
し
て
、
前
記
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
を
封
筒
に
入
れ
さ
せ
た

う
え
、
同
封
筒
を
別
の
封
筒
と
す
り

替
え
て
同
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
窃

取
す
る
た
め
、
被
害
者
宅
付
近
路
上

ま
で
赴
い
た
が
、
警
察
官
の
尾
行
に

気
づ
い
て
断
念
し
、
そ
の
目
的
を
遂

げ
な
か
っ
た
と
し
て
、
窃
盗
未
遂
罪

で
起
訴
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

　

原
判
決
は
、
犯
罪
の
実
行
の
着
手

令
和
４
年

重
要
判
例
回
顧

弁護士

柳田 幸三
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分類 概　要 裁判所・言渡日等 出　典

預
　
金

準
占
有
者
に
対
す
る
弁
済

金融機関が、口座名義人以外の第三者のする払戻し等の
請求に応じたときに、当該払戻し等が、預金契約（金銭
消費寄託契約）における注意義務に違反し、債務不履行
となる場合について判断した事例

東京地判令和元・12・
10（控訴）

判タ  1491号237頁
金法  2143号  75頁
令和２年版5判例

被相続人の存命中に被相続人名義の預金口座から預金
を払い戻した者には払戻権限があったため、相続人から
払戻者に対する不法行為の損害賠償請求権または不当
利得返還請求権は認められないが、払戻者と被相続人の
間には、払い戻した預金に関し、寄託契約が成立してい
たとして、相続人から払戻者に対する寄託金返還請求が
認められた事例

東京高判令和4・4・28
（上告、上告受理申立
て）

金判  1650号  16頁
本号1判例

履
行
遅
滞

金融機関による預貯金の払戻しの遅滞につき正当な理
由があるとしてその責任が認められなかった事例

東京地判令和4・3・30
（確定）

金判  1650号  50頁
本号2判例

預
金
と
相
続

自筆証書遺言中の相続等の対象とされた「現金」との文
言につき、預金を含むものと解された事例

東京地判令和3・8・16
（確定）

金法  2182号  88頁

１　相続人が、被相続人の生前に、被相続人の預金口座
等から被相続人に無断で出金し、これに対し他の相続人
が、被相続人から相続した不当利得返還請求権を行使す
る場合の権利割合は法定相続分であるとした事例
２　相続人が、被相続人の死後、遺産である被相続人の
預金口座から他の相続人に無断で出金し、これに対し他
の相続人が、不当利得返還請求権を行使する場合の権利
割合は法定相続分であるとした事例

東京地判令和3・9・28
（控訴）

判時  2528号  72頁
本号3判例

銀
行
預
金
の
譲
渡
禁
止
特
約

と
死
因
贈
与

１　公正証書によらない死因贈与契約において、執行者
を定めることができるとされた事例
２　死因贈与の執行者は、死因贈与された銀行預金の払
戻請求をする権限を有し、払戻請求訴訟の原告適格を有
するとされた事例
３　預金契約に譲渡禁止特約がある場合、受贈者は原則
として死因贈与契約によって預金債権を取得できない
とされた事例
４　銀行が、執行者からの払戻請求を拒絶したことが信
義則に違反しないとされた事例

東京地判令和3・8・17
（控訴）

判時  2513号  36頁
金法  2177号  88頁

預
金
と

差
押
え

債務者の受給年金等の振込先口座の預金債権を差し押
さえ、これを取り立てた債権者が、その取り立てた金額
の不当利得返還義務を負うことを認めた事例

神戸地尼崎支判令和
3・8・2（確定）

判時  2517号  73頁

盗
難
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド

盗取されたキャッシュカードを利用して払戻しがされ
た預金の補填請求について、預金者に「重大な過失」が
あるとして、その請求が認められなかった事例

東京地判令和3・2・19
（確定）

金判  1618号  37頁
金法  2178号  92頁
令和３年版1判例

刑
　
事

キャッシュカードすり替え型の窃盗罪の実行の着手 最決令和4・2・14（棄
却）

刑集76巻2号101頁
本号4判例
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預
　
金
・
融
資
・
為
替

1高齢者預金の払戻権限の有無

高齢者である被相続人の存命中に、被相続人の四女が被相続人名義の預金口座か
ら１億円超の払戻しを受けたことについて、払戻権限があったと認定した事例〔上
告、上告受理申立て〕（東京高判令和４・４・28金判1650号16頁）

重要度　★★☆

事
案
の
概
要

　

本
件
事
案
は
非
常
に
複
雑
で
あ
る
た
め
、

本
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
判
決
文
に
直
接
あ

た
っ
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
そ
の
要
旨
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

　

Ｘ
は
、
Ｙ
銀
行
に
対
し
、
預
金
契
約
に
基

づ
き
預
金
の
払
戻
し
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
Ｙ

銀
行
は
、
Ｘ
が
花
子
名
義
の
預
金
口
座
か
ら

花
子
の
生
前
に
預
金
払
戻
を
受
け
た
こ
と
に

つ
い
て
、
Ｘ
に
払
戻
権
限
が
な
く
、
Ｙ
銀
行

に
つ
い
て
民
法
４
７
８
条
の
債
権
の
準
占
有

者
に
対
す
る
弁
済
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
Ｙ
銀
行
は
、
Ｘ
に
対
し
、
不
法
行
為

に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
等
を
有
す
る
と

し
て
、
こ
の
債
権
を
自
働
債
権
と
す
る
相
殺

の
抗
弁
を
主
張
し
た
事
案
で
あ
る
。
本
件
に

は
、
Ｘ
の
兄
弟
姉
妹
も
参
加
し
て
お
り
、
当

事
者
の
請
求
、主
張
、争
点
は
多
岐
に
わ
た
っ

て
い
る
。

　

Ｘ
は
花
子
の
四
女
で
あ
る
。
Ｘ
は
、
平
成

28
年
６
月
、
車
い
す
に
乗
っ
た
花
子
（
当
時

80
歳
）
ら
と
と
も
に
、
Ｙ
銀
行
α
支
店
を
訪

れ
、
花
子
に
代
わ
っ
て
花
子
名
義
口
座
①
お

よ
び
③
か
ら
合
計
１
億
円
超
の
払
戻
し
を
受

け
、
そ
れ
を
、
同
日
、
Ｘ
名
義
の
普
通
預
金

口
座
に
振
り
替
え
た
。

　

本
件
で
は
、
争
点
の
一
つ
と
し
て
、
高
齢

で
あ
っ
た
花
子
名
義
の
預
金
口
座
を
Ｘ
が
払

い
戻
す
点
に
つ
い
て
、
そ
の
権
限
の
有
無
が

争
わ
れ
、
原
審
は
、
花
子
名
義
の
預
金
口
座

の
原
資
は
花
子
の
資
産
で
あ
り
、
そ
の
総
額

が
１
億
円
を
超
え
る
こ
と
に
着
目
し
、
Ｘ
の

払
戻
権
限
を
否
定
し
た
が
（
Ｙ
銀
行
に
つ
い

て
、
民
法
４
７
８
条
の
適
用
を
認
め
、
Ｙ
銀

行
を
免
責
し
た
）、
東
京
高
裁
は
、
前
記
論

点
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
判
示
し
、
Ｘ
の

払
戻
権
限
を
認
め
た
。

判
　
旨

　
「
花
子
は
、
Ｘ
と
と
も
に
Ｙ
銀
行
α
支
店

に
赴
き
、
花
子
名
義
口
座
①
及
び
③
の
預
金

通
帳
及
び
届
出
印
並
び
に
本
人
確
認
書
類
を

Ｘ
に
預
け
、
Ｘ
に
お
い
て
、
本
件
払
戻
し
及

び
本
件
振
替
入
金
の
手
続
が
行
わ
れ
た
と
こ

ろ
、
こ
れ
に
引
き
続
き
、
Ｂ
銀
行
δ
支
店
及

び
Ｃ
銀
行
θ
支
店
に
も
Ｘ
と
と
も
に
趣
き
、

Ｘ
に
お
い
て
、
花
子
名
義
の
複
数
の
普
通
預

金
口
座
の
解
約
手
続
を
行
い
、
そ
の
払
戻
金

を
い
ず
れ
も
Ｘ
名
義
の
普
通
預
金
口
座
に
入

金
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
審
の
調
査
嘱
託
の

結
果
に
よ
れ
ば
、
Ｂ
銀
行
δ
支
店
及
び
Ｃ
銀

行
θ
支
店
に
お
け
る
上
記
各
解
約
等
の
手
続

に
つ
い
て
は
、
花
子
に
対
す
る
意
思
確
認
が

行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
承
諾
の
下
に
行
わ
れ

た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、

こ
れ
ら
の
解
約
等
と
同
様
に
、
Ｘ
は
、
花
子

の
承
諾
の
下
に
、
本
件
払
戻
及
び
本
件
振
替

入
金
を
行
っ
た
と
み
る
こ
と
が
、
事
実
の
経

過
に
照
ら
し
て
自
然
か
つ
合
理
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
、
む
し
ろ
、
本
件
払
戻
し

等
に
つ
い
て
の
み
花
子
の
承
諾
が
な
か
っ
た

と
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
う
す
る
と
、
Ｙ
銀
行
α
支
店
に
お

け
る
本
件
払
戻
し
及
び
本
件
振
替
入
金
に
つ

い
て
も
、
花
子
の
承
諾
の
下
で
行
わ
れ
た
と

い
え
、ひ
い
て
は
、Ｘ
の
本
件
払
戻
し
の
権
限

が
な
か
っ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。

解
　
説

　
金
融
・
商
事
判
例
誌
の
本
判
決
に
係
る
匿

名
コ
メ
ン
ト
も
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
高

齢
の
預
金
者
の
預
金
口
座
か
ら
そ
の
推
定
相

続
人
が
払
戻
し
を
行
っ
た
事
案
に
お
い
て
、

高
齢
の
預
金
者
が
死
亡
し
た
後
、
当
該
払
戻

し
が
高
齢
の
預
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
も
の

で
あ
っ
た
か
否
か
が
、
相
続
人
ら
の
間
で
争

わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
銀
行
は
、
そ

の
業
務
遂
行
上
、
十
分
な
注
意
を
払
っ
て
い

る
が
、
結
果
と
し
て
、（
不
可
避
的
に
）
こ

う
し
た
相
続
人
間
の
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
て

し
ま
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
本
件
は
推
定

相
続
人
で
あ
る
四
女
が
高
齢
の
預
金
者
を

伴
っ
て
来
店
し
１
億
円
超
の
払
戻
し
を
行
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
払
戻
権
限
を
認
め
た

事
例
と
し
て
、
実
務
上
、
参
考
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。�

（
浅
井 

弘
章
）


